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2026自治労県職労春闘方針の概要
物価上昇に対応し、全ての職員の実質賃金の改善を求めます！
春闘は1年間の交渉のスタートです！多くの声で賃金・労働条件の改善を勝ち取りましょう！
自治労県職労は3月17日に評議委員会で方針・要求書を確定し、3月26日に要求書を提出する予定です。みなさんからのご意見をお待ちしています。
自治労県職労2026春闘方針（案）
１．過重労働撲滅の取組
○過重労働撲滅のため、抜本的な過重労働撲滅を目的とする労使協議の場の設定を、改めて求めます。

○過重労働の原因として、「これまでの無理な人員削減」「進まない事業見直し」が挙げられることから、「大幅な人員増」、「幹部職員によるトップダウンでの事業見直しの加速」を当局に求めます。

○時間外勤務の上限規制の状況を検証し、改善策を提起していきます。

○県人事委員会に対して、労働基準監督署としての機能を発揮するよう、強く求めます。

○引き続き、児童相談所、保健福祉事務所、職業能力開発施設などの人員増、人員強化を求めます。
２．労務管理等に係る諸問題に関する取組
○全ての職員の実質賃金が改善されるよう、賃金諸手当の大幅な引き上げを求めます。
○人材確保を求めるとともに、定着するよう改善を求めます。

〇人材確保の観点から、育児、介護に限定されない「離職者再採用」を求めます。

〇長時間労働是正のために、県民相談を民間活力の導入の対象とするなど、行政として本末転倒な働き方改革方針の撤回を迫ります。

○人事異動（意向打診・内示）の時期を現行より早めることを求めます。少なくとも、障害のある職員、子育て・介護中の職員については、早急に改善するよう強く求めます。

○中堅層の専門人材の育成を強く求めます。
３．若年層課題及び次世代育成への取組及び人材育成の確立を求める取組
○若年層職員が神奈川県職員として安心して働いて
いけるよう、様々な支援や仕組みづくりを求めます。

○全ての職場で十分な人材育成ができるよう、人材育成を重要な業務として位置付け、実行可能となるような体制の整備を求めます。
○専門的な知識・経験を必要とする職務分野の事務職員を計画的に育成するよう人材育成施策の抜本的な見直しを求めます。
４．臨時的任用職員、会計年度任用職員の処遇改善の取組
○臨時的任用職員の雇用の安定を求めます。

○「同一労働同一賃金」の視点に立って、臨時的任用職員の格付けの上限撤廃、会計年度任用職員の報酬格付けの改善を引き続き追求していきます。

○「定型的・補助的」業務とされている「行政補助員」の業務を検証させ、業務に見合った賃金水準の確保をめざします。

○常勤職員と大きな乖離のある臨時的任用職員、会計年度任用職員の休暇制度等の労働条件についても、均等、均衡待遇の実現をめざします。

○本庁を中心に、臨時的任用職員・会計年度任用職員集会を開催し、新制度の説明、当事者の実態を把握し、今後の課題の議論、組合参加を呼びかけます。

○採用5年までの人材育成制度の確立とその実効性を担保する体制の整備を求めます。

○人材不足を踏まえ、臨時的任用職員、会計年度任用職員から正規職員への任用の道筋を作るよう求めていきます。

○臨時的任用職員、会計年度任用職員を対象に「5年無期転換ルール」の実質的導入をめざします。

○会計年度任用職員の任用について、希望する者が働き続けられるよう、3年ごとの公募は総務省通知に基づき廃止するよう求めます。

○会計年度任用職員の任用について、希望する者が働き続けられるよう、名簿登載方式の導入など、任用方法の見直しを求めます。
５．ノーマライゼーションの取組

○障害のある職員が働きやすい職場環境が保たれ、より活躍できるよう、働きかけをしていきます。

○職場研修をはじめとして、知的・精神障害を含めて障害者が共に働くことが理解できるような啓発活動を求めます。

○自治労県職労としても、講演会の開催など、組合員・職員の意識啓発活動を進めます。

○庁舎の新築、増改築、システムの導入・見直しにあたっては、計画段階から障害のある職員の意見を聴取し、その意向が反映されるよう求めます。またその傾向がどのようには反映されたのか、記録を公開するよう求めます。

○障害をもつ職員の異動にあたっては、障害者への合理的配慮の観点から、内示時期の前倒しや異動までの間の交通機関の確認等に関する扱いについて改善を求めます。

○障害者が使用するパソコンなどの機器については、個人の障害特性に配慮した配備をするよう求めます。６．感染症や激甚災害等に対する備えの取組
○コロナ禍を振り返り、これまでの経過を記録としてまとめ、同じような感染症対策が必要となった場合へ今から備えることを求めます。

○昨今の気象災害や地震災害などに鑑み、県民の命と安全を第一に、考え得る対策を早急にまとめるよう求めます。

○人員が不足すると予想される部局等に対して、知事特命事項などを含めて、速やかに不急業務の休止・廃止を行える体制や、抜本的な業務見直しをトップダウンで行えるよう体制整備を求めます。

○業務の休止・廃止についてもルールを定めるとともに、応援体制の整備については、応援による人事異動等が行われた場合、応援職員に業務が丸投げとならないための準備と、代替職員を確実に確保できるよう、今から体制を整えるよう求めます。

○災害等発生時の他自治体への支援、他所属への応援については、希望する職員を対象とし、派遣前に労働総検討を周知するとともに、自治労県職労と事前協議をするよう求めます。
７．雇用と年金の接続について
○定年延長後の職員は現役７割ベースでの給与水準で、再任用職員との間に格差が生じていることから、再任用職員の給与については定年延長職員の給与に準ずる制度の見直しを求めます。また、特に短時間任用職員については抜本的な見直しを求めます。

○再任用職員の給与の格付けについて、毎年度必ず当事者の意向を確認し、できるだけ当事者の希望に応えたものとするよう求めます。

○再任用職員の扶養手当、住居手当等の諸手当の支給を検討するよう求めます。

○再任用職員の一時金の支給月数について、現役と同様の支給月数を求めます。

○再任用職員の異動について、当事者が意向を申告する機会を求めます。また、組合と協議を行い、ルール化するよう求めます。

○再任用職員の人事評価については、県労連で確認したとおり、実施後の検証をきちんと行い、必要な改善を行うよう求めます。また、再任用職員に適した人事評価項目の設定を求めます。

○4級再任用職員の業務を精査し、5級相当の業務を行っている場合は5級格付けとするか、4級相当の業務に軽減するよう求めます。

○勤務内容の変更に当たっては、組合の合意及び本人の同意を得るよう強く求めます。
８．人権の取組

○常勤、再任用職員及び会計年度任用職員等、全ての職員に対するパワハラ・セクハラ・マタハラといった、ハラスメントのない職場が保たれるよう、当局に対し働きかけをしていきます。

○組合員に対しハラスメントの事例が起きた場合、問題解決に向け速やかに行動します。
